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1.誘導施策の検討方法

2

○誘導施策は、居住誘導区域及び都市機能誘導区域への誘導を促進するために講ずる施策である。
○施策は国等が直接行う施策、国等の支援を受けて市町村が行う施策、市町村が独自に講ずる施策に分類される。

■誘導施策とは

居住誘導区域内に居住を誘導するために
市町村が講ずる施策

（都市再生特別措置法§81②2）

都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を誘導するために
市町村が講ずる施策

（都市再生特別措置法§81②3）

居住誘導区域内の居住環境の向上、公共交通の確
保等、居住の誘導を図るために、財政上、金融上、税
制上の支援措置等を記載することが可能

国の支援を受けて市町村が行う施策
✓ 居住者の利便の用に供する施設の整備

例）都市機能誘導区域へアクセスする道路整備 等
✓ 公共交通の確保を図るための交通結節点機能の強化・向

上 等
例）バスの乗換施設整備

市町村が独自に講じる施策
✓ 居住誘導区域内の住宅の立地に対する支援措置

例）家賃補助、住宅購入費補助 等
✓ 基幹的な公共交通網のサービスレベルの確保のための施策

等
✓ 居住誘導区域外の災害の発生のおそれのある区域について

は、災害リスクをわかりやすく提示する等、当該区域の居住
者を居住誘導区域に誘導するための所要の措置

✓ 都市のスポンジ化対策のための制度活用

都市機能誘導区域内に都市機能の誘導を図るために、
財政上、金融上、税制上の支援措置等を記載すること
が可能

国等が直接行う施策
✓ 誘導施設に対する税制上の特例措置
✓ 民間都市開発推進機構による金融上の支援措置

国の支援を受けて市町村が行う施策
✓ 誘導施設の整備
✓ 歩行空間の整備
✓ 民間事業者による誘導施設の整備に対する支援措置

市町村が独自に講じる施策
✓ 民間事業者に対する誘導施設の運営費用の支援施策
✓ 市町村が保有する不動産の有効活用施策 等

例）公有地の誘導施設整備への活用
✓ 福祉・医療施設等の建替等のための容積率等の緩和
✓ 民間事業者の活動のための環境整備・人材育成
✓ 金融機関との連携による支援
✓ 都市のスポンジ化対策のための制度活用

出典：立地適正化計画作成の手引きより



交通アクセスの確保
に関する施策

1.誘導施策の検討方法
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○これまでに整理した課題及び目指すべきまちの方向性に基づき、都市機能及び居住の誘導に係る施策を検討する。

■誘導施策の検討の流れ

都市計画区域内における項目別の現況及び解決すべき課題

コンパクトな都市機能
の構築
都市機能の集約や施設の
適正配置により、生活利便
性の向上を図る。
（対応項目：①②⑤⑥）

安全・安心な居住環
境の確保
災害リスクの低い安全な地
域への居住誘導を図るとと
もにインフラの整備等を行い、
ハード・ソフトの双方から安
全・安心な居住環境の確
保を図る。
（対応項目：①④⑦）

交通アクセスの確保
誰もが都市機能等の目的地
へアクセスしやすい環境の整
備を図る。
（対応項目：①③）

都市計画区域より、吉田町内の都市計画区域の外側のほうが人口密度が高いエリアがある。
⚫ 市街地の空洞化や都市のスプロール化により、生活水準の維持や生活利便性の確保が困難となる可能性があり、

対策が必要である。
⚫ 特に高齢者は日常生活における移動が困難となることが予想され、高齢者が安全・安心・快適に生活できるような

居住環境確保、アクセス環境の整備が必要となる。

都市計画区域外の吉田町に建物用地が広がっている。
⚫ 建物用地の点在による都市のスプロール化が懸念され、その対策が必要である。

吉田営業所は多くの広域路線バスやお太助バス路線の発着点となっており、市内公共交通網の重要な結節点としての
機能を担っている。
⚫ 交通結節点の利便性の確保が求められる。
⚫ 高齢化の進行が見込まれる中、将来的に免許返納等により移動困難者が増加する可能性があり、地域住民の足を

引き続きカバーし続けることが求められる。

都市計画区域の広い範囲が浸水想定区域となっており、高齢化率の高い地域とも重なっている。
⚫ 浸水想定区域付近の住民、特に高齢者の安全確保に配慮する必要がある。
⚫ インフラの耐震化・長寿命化、防災拠点の整備等、災害に強い都市基盤の整備の推進が求められる。
⚫ 災害リスクの低い区域への居住の誘導や、災害ハザードマップ等に基づくリスクの周知・啓発等のソフト対策の推進も

必要である。

都市計画区域には、他のエリアと比較して施設が多く立地している。
⚫ 人口減少の進行が見込まれる中で現状の施設を維持し、利便性を保つことが求められる。

通院や買い物など、市全体の日常生活における外出先の多くが吉田町に集中している。
⚫ 住民の生活行動パターンを踏まえ、都市機能の配置の適正化が必要である。

吉田町では、災害に強く、安全に安心して暮らせる都市・生活環境づくりに対するニーズが高い。
⚫ 特に吉田町を中心に、災害リスクへの対応を強化することによる、安心して暮らせるまちづくりが求められる。

目指すべきまちの方向性
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目指すべきまちの方向性 誘導施策

安全・安心な
居住環境の確保
（居住の誘導）

①安全な地域への居住誘導
✓ 居住誘導区域内の災害リスクが低いエリアにおける田畑を活用し、基盤整備を行うことにより移住・定住を促進
（関連事業：防災集団移転促進事業、空き家バンク、安芸高田市がけ地近接等危険住宅移転事業、
広島型ランドバンク事業、優良住宅団地開発事業・優良住宅団地開発支援補助金、
広島県住宅耐震化促進支援制度）

②防災のためのインフラ整備
✓ 吉田町中心部で想定される洪水浸水等の災害を防ぐため、堤防の整備などのハード対策を推進
（関連事業：都市構造再編集中支援事業）

③ ソフト対策の推進
✓ 浸水深の深いエリアでは定期的に避難訓練を実施するなど、避難場所や避難経路を把握しておくための取組を推進
（関連事業：都市防災総合推進事業）

コンパクトな
都市機能の構築

（都市機能の誘導）

④都市機能の集約・施設の適正配置
✓ 届出制度を活用することにより、都市機能誘導区域外（かつ都市計画区域内）への施設の立地に対するハードル

を設け、誘導施設の都市機能誘導区域内への集約を促進
✓ 将来的な公共交通の利便性向上を見据え、吉田町中心部に交通結節点を移転・整備
（関連事業：届出・勧告制度、都市構造再編集中支援事業、都市再生整備計画事業
安芸高田市地域公共交通計画 ※作成中）

交通アクセスの確保

⑤地域住民の交通手段の確保
✓ 今後の高齢化の進展や、東広島高田道路（吉田～向原）の整備状況を踏まえ、公共交通利用者の増加が見込

まれることから、主に路線バスなどの公共交通の路線や便数などを見直し交通アクセスを向上
（関連計画：安芸高田市地域公共交通計画 ※作成中）

⑥交通結節点の利便性確保
✓ 公共交通の再編にあたっては、利用者へ乗り継ぎを求める可能性もあり、乗り継ぎ拠点となる交通結節点についても

待ち時間の有効活用が可能な施設の整備や風雨をしのぐことのできる施設の構築などを検討
（関連計画：安芸高田市地域公共交通計画 ※作成中）

2. 本市における誘導施策の設定
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○各誘導区域への都市機能及び居住の誘導を促進するため、以下の誘導施策に取り組む。

■施策概要



分類 誘導施策 施策・事業名 実施主体
実施時期

短期
（5年以内）

中期
（10年以内）

長期
（20年以内）

① 安全な地域への居住誘導 防災集団移転促進事業 市（国による支援）

① 安全な地域への居住誘導 空き家バンク 市

① 安全な地域への居住誘導
安芸高田市がけ地近接等
危険住宅移転事業

市（県による支援）

① 安全な地域への居住誘導 広島型ランドバンク事業 市（県による支援）

① 安全な地域への居住誘導
優良住宅団地開発事業・
優良住宅団地開発支援補助金

市

① 安全な地域への居住誘導 広島県住宅耐震化促進支援制度 県

② 防災のためのインフラ整備 都市構造再編集中支援事業 市（国による支援）

③ ソフト対策の推進 都市防災総合推進事業 市（国による支援）

④ 都市機能の集約・施設の適正配置 届出・勧告制度の活用 市

④ 都市機能の集約・施設の適正配置
都市構造再編集中支援事業
（※再掲）

市（国による支援）

④ 都市機能の集約・施設の適正配置 都市再生整備計画事業 市（国による支援）

④ 都市機能の集約・施設の適正配置

地域公共交通計画 市⑤ 地域住民の交通手段の確保

⑥ 交通結節点の利便性確保

※計画策定以降も5年おきに
計画内容を見直し

2. 本市における誘導施策の設定

○これまでに整理した課題及び目指すべきまちの方向性に基づき、都市機能及び居住の誘導に係る施策を検討する。
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■取組スケジュール



2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策

6出典：国土交通省資料

■防災集団移転促進事業

○ 災害危険地において、地域が一体となって居住に適当でない地域からの住居の集団的移転を促進することを目的
とした制度で、住宅団地の整備、住居の移転、移転元地の買取等に対し事業費の一部を補助。



7

■空き家情報バンク

○ 所有者から情報提供を受けた空き家について、市のHP等を通して利用希望者に周知する制度。

出典：安芸高田市HP

2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策
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■がけ地近接等危険住宅移転事業

○ がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危
険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転に対して支援する制度。

出典：国土交通省資料

2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策
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■安芸高田市がけ地近接等危険住宅移転事業

出典：広島県HP

○ 現在の本市での支援制度の概要・補助内容は以下の通り。

2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策
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■広島型ランドバンク事業（小規模連鎖型区画再編事業）

○ 空き家や空き地などの未利用ストックについて、隣接地や前面道路と一体として捉え、小規模での区画再編を連
鎖させて、接道状況や土地形状の改善を図り、良好な居住環境整備につなげることにより、土地に付加価値を与
え、市場性のあるストックを生み出す事業。

出典：広島県HP

2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策
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○優良住宅団地開発事業とは、適正な施工を確保することにより、開発区域及びその周辺の地域における良好な居
住環境の整備と災害の防止を図り、定住促進に寄与することを目的に、民間事業者が住宅団地の整備にあたり市
の支援を受けられる制度。

○認定を受けた住宅団地開発の公共施設整備に対し、予算の範囲内で補助金を交付することが可能である。

■優良住宅団地開発事業・優良住宅団地開発支援補助金

出典：安芸高田市HP

2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策
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■広島県住宅耐震化促進支援制度

○ 地震による住宅の倒壊等の被害を防止するため、耐震改修に係る費用の一部を補助する制度。

出典：広島県HP

2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策
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■都市防災総合推進事業

出典：国土交通省資料

○ 避難地・避難路等の公共施設整備や避難場所の整備、避難地・避難路周辺の建築物の不燃化、木造老朽建
築物の除却及び住民の防災に対する意識の向上等を推進し、防災上危険な市街地における地区レベルの防災
性の向上を図る取組を支援する事業。

2. 本市における誘導施策の設定 居住の誘導に関する施策
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■都市構造再編集中支援事業

○ 地方公共団体や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災
力強化、災害からの復興、居住の誘導等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ
再編を図ることを目的とする事業。

出典：国土交通省資料

2. 本市における誘導施策の設定 都市機能・居住の誘導に関する施策
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■届出・勧告制度

○ 届出・勧告制度とは、市町村が都市計画区域内での開発・整備の動き等を把握するための制度。
○ 都市機能誘導区域外で誘導施設を開発・整備等する場合の制度概要は以下の通り。

出典：国土交通省資料

2. 本市における誘導施策の設定 都市機能・居住の誘導に関する施策
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■届出・勧告制度

○ 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合の制度概要は以下の通り。

出典：国土交通省資料

2. 本市における誘導施策の設定 都市機能・居住の誘導に関する施策
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○具体的には、前回委員会で設定した以下の誘導施設が届出の対象となる。

※1：大規模小売店舗立地法の対象が建物内店舗面積1,000㎡超であることに基づく

誘導施設（前回提示済み）

行政機能 市役所本庁舎

介護福祉機能
総合福祉センター
地域包括支援センター
在宅系介護施設

子育て機能 子育て支援センター

商業機能 延床面積1,000㎡以上の大型複合商業施設※1

医療機能 病院

金融機能 銀行等

教育・文化機能 市民会館、図書館、文化ホール、コミュニティサロン

交通機能 バスセンター

■届出・勧告制度

2. 本市における誘導施策の設定 都市機能・居住の誘導に関する施策
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■届出・勧告制度

○ 居住誘導区域外で住宅開発等を行う場合の制度概要は以下の通り。

出典：国土交通省資料

2. 本市における誘導施策の設定 都市機能・居住の誘導に関する施策
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■都市再生整備計画事業

○ 市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全
国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るこ
とを目的とした事業。

2. 本市における誘導施策の設定 都市機能・居住の誘導に関する施策
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市役所

北の関宿

向原

八千代

甲田

高宮

美土里

向原

甲立

▲公共交通の将来構想案

⚫ 地域拠点から中心拠点・交通結節点までは定
時定路線による運行を確保し、周辺地域から
地域拠点までは、デマンド交通（お太助ワゴ
ン）による運行を確保

⚫ お太助ワゴンの運行範囲は、周辺地域から地
域拠点までを基本とし、利用状況を踏まえな
がら今後の計画期間の5年間の中で最適な
交通モードへの転換を検討

⚫ 道の駅北の関宿は乗継拠点としての環境と
規模を有しており、乗継拠点として設定
高速バスとの乗り継ぎ効果を最大化すること
が必要であることから、高宮BS、美土里BSと
の役割分担等ついて検討が必要

⚫ JR甲立駅・向原駅に隣接する甲田・向原の地
域拠点は、乗継機能を持たせられるよう検討
が必要

⚫ 美土里支所、高宮支所、向原支所より先の
支線については、利用状況等から運行範囲を
検討

※現時点での案であり、内容は今後の検討
の中で変わる可能性があります

○ 公共交通に関する課題を踏まえ、目指すべき将来像と基本方針、公共交通の将来構想等を提示。

■地域公共交通計画

2. 本市における誘導施策の設定 公共交通に関する施策



■各指標の考え方

【居住誘導】

• コンパクトな都市の形成による持続的な社会を実現していくには、居住誘導区域内に一定以上の人口を保つことが重要となるため、
居住誘導区域内の人口密度を目標指標とします。ただし、本市は非線引き都市であり、もともと人口が多くないため、現況の都市計
画区域内の人口密度を維持することを目標として定めます。

【公共交通】

• 公共交通を効率的に運営していくためには、運賃収入をいかに増やすかという視点が重要となります。コロナ禍直前の2019年のお太
助ワゴン利用者数を維持することを目標として定めます。

【防災】

• 防災のためには、ハード及びソフトの両面から対策を講じていくことが重要です。本市の都市計画区域においては、特に水害の被害が
大きいとされています。そこで、ハードの対策として、多治比川の河道掘削、橋梁架替等を行い、水害被害の防止、軽減を図ります。

• また、ソフトの対策としては、安芸高田市地域防災リーダーの養成を行い、災害が発生した場合に迅速かつ適切に対処できる自主的
な防災対応能力の向上を図ります。

３.目標値の検討
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○本計画の実現に向け、誘導施策による計画の達成状況の進捗管理を行うため、以下の通り目標値を設定する。

※1 路線別1日あたり乗車人数（330人）に、運行していない日曜日を除く年間（313日）を乗じた数

目標指標 現況値 目標値

居住誘導 居住誘導区域内の人口密度 22.9人/ha（2020年） 現状維持（2040年）

公共交通 公共交通利用者数 103,290人※1（2019年）
（お太助ワゴン）

現状維持（2040年）

防災 多治比川の河道掘削、橋梁架替等 実施中（2022年） 実施完了（2027年※2）

安芸高田市地域防災リーダーの養成 38人（2018年） 60人（2024年※2）

※2 国土強靭化地域計画のKPIや事業期間に合わせているため、居住誘導と公共交通の目標年次とは一致しない


